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　古くから経済理論では，「競争が激しくなるほど

社会的厚生が大きくなる」という考え方が支配的で

ある．それに対して，実業界や官庁では（特に日本

では）「過当競争」に言及されることが多い．それ

は，現に生じている競争を制限することによって，

社会的厚生を高めることができるという主張につな

がる．これらの主張は，どちらかといえば直観的な

基盤しか持っていない．それに対して理論的な裏付

けが与えられるのか否かを調べるのが本書の主要目

的になっている．

　同質生産物網場で，右下がりの需要曲線に面する

同質企業が，自由参入の下で到達するクールノー・

ナッシュ均衡が分析の出発点になる．いくらかの比

較的受け入れられそうな仮定が満たされれば，その

均衡において実現する企業数を少し減らせば社会的

余剰（消費者余剰＋生産者余剰）が増加することが確

かめられる（1章）．この結論は「過剰参入定理」と

呼ばれるD．過剰参入定理は過当競争への1つの理

論的裏付けとみなされる．

　本書は過剰参入定理と並んで，もう1つの過剰定

理を提示する．過剰参入定理で用いられたモデルで

は，費用関数が外生的に与えられていたが，限界費

用が研究開発投資（R＆D投資）の大きさに依存す

る側面が取り入れられる．各企業は，生産物市場で

のクールノー・ナッシュ均衡を見越したうえで，利

潤が最大になるようにR＆D投資を決める．その

際，市場に参入している企業数は一定とされる，そ

の企業数がある水準以上であれば，こうして到達さ

れ，る均衡におけるR＆D投資額を少し減らすと社

会的余剰が増加する．つまり，R＆D投資は過剰な

のである（4章）．これは「過剰投資定理」と呼ばれ，

る．

　これらの定理がどれ，ほどロバストであるかを確か

めるために，本書は様々なモデル設定の変更を導入

する．2章：一般均衡の枠組みが使われる．6章：

R＆D投資に外部効果が伴う場合を想定し，さら



書

に，R＆D投資の協調的決定が考慮され・る．7章：R

＆D投資と自由参入が同時に考慮され，統合された

過剰参入定理が得られる．8章：利潤最大化動機以

外の企業動機が考慮される．9章：企業が同質では

なく，異なる費用関数を持つ場合が想定される．過

剰定理がこれらの設定の下でも成り立つためには，

種々の追加的な仮定が必要になることが判明する．

さらに本書では，課税・補助金政策によって社会的

余剰を増加させることができる状況を調べる（3，5

章）．本書を理論の世界のみにとどめずに，現実世

界に結び付けるものとして，日本の競争制限的政策

の概観と評価，そして，日本における協調的R＆D

活動の概観と評価が提示されている（付録A，B）．

しかし，本書で中心的な役割を与えられ，ているのは，

上の2つの過剰定理なので，本稿ではこれ，らの定理

に注意を集めることにする．
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　過剰定理を検討する前に，2つの定理が成り立つ

ことの直観的な説明をしておこう．

過剰参入定理：各企業はU字型の平均費用曲線と

右下がりの需要曲線に面している．自由参入下にお

ける均衡では利潤がゼロになるから，右下がりの需

要曲線が平均費用曲線に左から接している状態にな

っているはずである．これ，は，通常の独占的競争の

均衡点であり，そこにおける生産量は最小平均費用

をもたらす生産量よりも小さい．規模の経済が十分

に使い尽くされていないので，企業数を減らして各

企業の生産量をふやせば，規模の経済を享受できて，

社会的余剰が増えるのである．

過剰投資定理：各企業は限界収入；限界費用という

独占的行動をとっているので，均衡における供給量

は，社会的余剰を最大にするものよりも小さくなっ

ている．R＆D投資を減らせば限界費用が高くな

るので，供給量は小さくなり，社会的余剰は減る．

他方，R＆D投資には設立費用（セットアップ・コ

スト）のような性質があり，企業数が多ければ重複

投資の浪費が生じてくる．企業数が十分に大きけれ

ば，各企業のR＆D投資を少し削減すれば，社会全

体のR＆D投資をかなり削減することになり，そ

れによる社会的余剰の増加が生産：量削減による社会

的余剰減少を相殺してなお余るのである．
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以上の2つの過剰定理が成り立つためには，需要

　評　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87

関数と費用関数についてのそれほど制約的ではない

仮定と，ナッシュ均衡モデルで通常用いられている

「戦略的代替性」の仮定が使われる．過剰投資定理

においては，「企業数がある水準以上である」という

条件が使われるが，この最後のもの以外は無害な仮

定である．しかし，2，6，7，8，9章において，モデ

ノレの設定を少し変えると，他のかなり制約的な仮定

が追加的に必要になる．例えば，消費者選好の型，

企業間結託の度合い，異質企業が併存する場合のそ

れらの構成などに関する仮定が必要になる．さらに

は，企業が売上高最大化あるいは労働者1人当たり

所得最大化を求める場合，結合利潤最大化という協

調行動を取る場合，そして，自己の行動変化に対し

て他企業が何らかの反応をするという予想が持たれ

る場合などでは，過剰定理ではなく逆に「過少定理」

が得られるケースもでてくる．

　このような分析結果を前にして著者は，基本モデ

ルで示された過剰定理はロバストであるとする（エ

ピローグ）．しかし，過剰定理が拡張されるための

追加的条件にはかなり厳しいものがあるうえに，逆

の過少定理までもが得られるとなれば，そのロバス

ト性には疑問が生じる．種々のモデノレ設定や仮定が

妥当か否かは実証研究によらなければならないが，

検証すべき問題はかなり扱いにくいものであり，相

反する実証結果が得られる可能性が高い．もしア・

プリオリにロバスト性を判断しなければならないの

であれば，評者（岸本）には「過剰定理が成り立つか

否かは判定できない」というのが妥当と見える．
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　著者は過剰定理が一般的に成り立つと判断してい

るが，それに基づいて直ちに政府の競争制限政策を

支持するのではない．著者はその点をエピローグで

強調している．第1に，過剰定理は社会的余剰を厚

生基準にすえて導かれたが，消費者余剰を用いるな

ら，それは成り立たなくなる．第2に，競争は自己

責任でチャンスを試すための機会を与えてくれると

いう価値があり，その機会を抑えることは，人々の

自己実現の機会を奪うことになる．第3に，政府に

よる競争制限政策の帰結がどのようなものになるか

を政府自身が正しく判断できず，政府介入がかえっ

て事態を悪化させることも予想される．実際，政府

が参入規制などの競争制限政策をとったうえで，適

度の競争を維持することはまず不可能であり，その

ような介入の結果は競争の度合いを劇的に減少させ
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るのである．競争の欠如に対して，政府は料金規制

などで資源配分の最適化を図ることも考えられるが，

それだけでは競争の重要な機能である技術革新と費

用引き下げの誘因を回復できない．ハイエクが言う

ように，「価格が限界費用に一致しないかもしれな

いと言う事実よりもはるかに重大なのは，（政府の

手で：評者追加）厳重に固められた独占によって，

費用が必要以上にはるかに高くなりがちだという事

実である2）」．このような理由で，著者は，たとえ過

剰定理が立証できたとしても，競争制限政策を発動

するのを避けることを勧める．そして，それに替え

るものとして，課税や補助金による介入を提唱して

いるのである（3，5章）．

　本書で得られた過剰定理が不適切な政府介入の口

実に使われるのを防ぐために，政府介入によって生

じるコストをより明確にする作業を経済学は早く進

めなけれ，ばならない．
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　つぎに，いくぶん超越的な論評になるが，本書が

用いている競争の度合いの尺度について触れ’ておか

なければならない，本書では，主として，市場に参

入している企業の数をもって競争の度合いを表すも

のと見ている．それは一般の見解に合致しているよ

うに見える．しかし，ナッシュ・クールノーモデル

を使っていることから，どれほど企業がふえても，

自己の供給量を変えることによって価格に生じる変

化は変わらないものと（企業に）認識されている．こ

れは「競争が激しくなる」ことと相容れない想定で

ある．競争が激しくなると，各企業は価格支配力を

持てなくなり，右下がりではなく水平な需要曲線を

想定するようになる．そうであれば，均衡において

は，平均費用を最小にする生産量が選ばれ，過剰参

入定理は成り立たない．

　さらに，本書で用いられているモデルでは，新規

参入する企業が既存企業よりも低い費用を持ってい

る場合が考慮されていない．同質企業の仮定が緩め

られている9章においても同じである．もし，新規

参入企業が既存企業よりも低い費用を持っているの

なら，企業数を増やせば，産業の供給費用は下がり，

社会的余剰が増えるだろう．この点を考慮するなら，

過剰参入定理が成り立つ余地はさらに少なくなる．
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「競争が社会的厚生にとって望ましい」，あるいは，

研　　究

「過当競争が望ましくない」という漠然とした主張

に対して厳密な理論的検討を加え，結論のロバスト

性を丹念に調べ，そして得られた結論から政策的意

味を引き出すにあたって極めて慎重に対処する著老

の態度は実に感嘆すべきものである．そのうえ，著

者は理論の世界にとどまらず，現実問題にも触れて

理論分析と関連付ける試みを惜しまない．本書に納

められている多くの定理や意見がそれら自体興味あ

るだけではなく，そこに示されている著者の研究態

度は我々読者に多くを教えてくれるのである．

　注

　1）　本書では種々の枠組みの中で「過剰参入定理」が

提示されるが，ここでは著者（鈴村）が最も重視している

ものを取り上げる．それは，企業が行う最大化（限界収

入＝限界費用）をそのまま認めたうえで厚生を判断する

セカンド・ベストの枠組みである．

　2）　“The　Meaning　of　Competition，”in　F．　A．

Hayek，動4魏4〃α傭〃z，αη4　E60ηo〃z’60z467，　Routled－

ge＆Kegan　Paul，1949．田中真晴・田中秀夫編訳『市

場。知識・自由』ミネルヴァ書房に収載．
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